
亀山市告示第１１９号 

亀山市母子家庭等高等職業訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示を次のよう

に定める。 

令和６年６月２７日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市母子家庭等高等職業訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市母子家庭等高等職業訓練給付金事業実施要綱（平成２２年亀山市告示第６６号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（３）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 この告示において「養成機関」

とは、次に掲げる資格を取得するため

の養成を行う機関をいう。 

［（１）～（１１） 略］ 

（１２）雇用保険制度の一般教育訓練給

付の指定講座（情報関係に限る。）

又は特定一般教育訓練給付若しくは

専門実践教育訓練給付の指定講座で

修業する資格 

 

（定義） 

第２条 この告示において「養成機関」

とは、次の各号に掲げる資格を取得す

るための養成を行う機関をいう。 

［（１）～（１１） 略］ 

（１２）雇用保険制度の一般教育訓練給

付の指定講座（情報関係に限る。）

又は特定一般教育訓練給付若しくは

専門実践教育訓練給付の指定講座で

修業する資格（令和３年４月１日か

ら令和６年３月３１日までに修業を



 

［（１３） 略］ 

２ この告示において「母子家庭の母」

とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号。以下

「法」という。）第６条第１項に規定

する配偶者のない女子であって、現に

児童（２０歳に満たない者をいう。以 

下同じ。）を扶養しているものをいう。 

［３及び４ 略］ 

開始する場合に限る。） 

［（１３） 略］ 

２ この告示において、「母子家庭の母」 

とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号。以下

「法」という。）第６条第１項に規定

する配偶者のない女子であって、現に

児童（２０歳に満たない者をいう。以 

下同じ。）を扶養しているものをいう。 

［３及び４ 略］ 

（対象者） 

第３条 この事業の対象者は、市内に住

所を有する母子家庭の母又は父子家庭

の父であって、養成機関において修業

を開始した日以後において、次の要件

を満たす者とする。ただし、父子家庭

の父については、平成２５年４月１日

以後に修業を開始した者に限り対象者

とする。 

［（１） 略］ 

（２）対象資格を取得するため、養成機

関において６月以上の教育課程を修

業し、対象資格の取得が見込まれる

者等 

 

 

［（３） 略］ 

（対象者） 

第３条 この事業の対象者は、市内に住

所を有する母子家庭の母又は父子家庭

の父であって、養成機関において修業

を開始した日以後において、次の要件

を満たす者とする。ただし、父子家庭

の父については、平成２５年４月１日

以降に修業を開始した者に限り対象者

とする。 

［（１） 略］ 

（２）対象資格を取得するため、養成機

関において１年（令和３年４月１日

から令和６年３月３１日までに修業

を開始する場合にあっては、６月）

以上の教育課程を修業し、対象資格

の取得が見込まれる者等 

［（３） 略］ 

（給付金の支給額等） 

第５条 給付金の支給額は、次の各号に

（給付金の支給額等） 

第５条 給付金の支給額は、次の各号に



掲げる対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

（１）対象者及び当該対象者と同一の世

帯に属する者（当該対象者の民法第

８７７条第１項に定める扶養義務者

で当該対象者と生計を同じくするも

のを含む。以下同じ。）が職業訓練

給付金の支給を請求する月の属する

年度（４月から７月までに当該職業

訓練給付金の支給の請求をする場合

にあっては、前年度）分の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による市町村民税（同法第３２８

条の規定によって課する所得割を除

く。以下同じ。）が課されない者

（市町村の条例で定めるところによ

り当該市町村民税を免除された者及

び母子家庭等自立支援給付金に係る

所得がないものとした場合に当該市

町村民税が課されないこととなる者

を含むものとし、当該市町村民税の

賦課期日において同法の施行地に住 

所を有しない者を除く。以下同じ。）  

月額１０万円（養成機関における

課程の修了までの期間の最後の１２

月（修業の期間が１２月未満である

ときは、当該期間。次号において同

じ。）については、月額１４万円） 

 

掲げる対象者の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

（１）対象者及び当該対象者と同一の世

帯に属する者（当該対象者の民法第

８７７条第１項に定める扶養義務者

で当該対象者と生計を同じくするも

のを含む。以下同じ。）が職業訓練

給付金の支給を請求する月の属する

年度（４月から７月までに当該職業

訓練給付金の支給の請求をする場合

にあっては、前年度）分の地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による市町民税（同法第３２８条 

の規定によって課する所得割を除く。 

以下同じ。）が課されない者（市町

の条例で定めるところにより当該市

町民税を免除された者及び母子家庭

等自立支援給付金に係る所得がない

ものとした場合に当該市町民税が課

されないこととなる者を含むものと

し、当該市町民税の賦課期日におい

て同法の施行地に住所を有しない者

を除く。以下同じ。） 月額１０万

円（養成機関における課程の修了ま

での期間の最後の１２月（令和３年

４月１日から令和６年３月３１日ま

でに修業を開始する場合で修業の期

間が１２月未満であるときは、当該

期間。次号において同じ。）につい



 

［（２） 略］ 

［２～５ 略］ 

ては、月額１４万円） 

［（２） 略］ 

［２～５ 略］ 

（支給決定の取消し） 

第１２条 市長は、前条第２項の届を受

理したとき、又は支給決定者が偽りそ

の他不正の手段により給付金の支給決

定を受けたときは、給付の支給決定の

全部又は一部を取り消すことができ

る。 

［２ 略］ 

（支給決定の取消し） 

第１２条 市長は、前条の届を受理した

とき、又は支給決定者が偽りその他不

正の手段により給付金の支給決定を受

けたときは、給付の支給決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 

［２ 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 


